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新型コロナウイルス感染症への対応について 

 北川クリニック・老健みのり 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針（２０２０年５月１５日制定）が５

月２２日付で見直されたことに伴い，当所の対応を次のとおり見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老健みのり】 

○ 施設内で感染者が１名発生した場合は入所・退所を中止する。 

○ 重篤患者は寺岡記念病院に連絡する。また，保健所（帰国者・接触者相談センター）に連絡する。 

○ 入所及び短期入所を，６月１日から再開する。 

○ 歯科診療，理美容を，６月１日から再開する。 

○ 面会は，引き続き中止することとし，ダブレット端末による面会とする。 

 

【デイケアみのり】 

○ 利用者に健康観察カードの記入をお願いする。未提出の場合は利用を中止する。 

○ 新規利用又は体験利用を，５月２５日から再開する。 

○ 次の場合は，デイケアの利用を中止する。 

・職員又は利用者が，感染した場合又は感染が疑われる場合 

・府中市内の多数の介護施設で感染者が発生した場合 

・広島県又は府中市から，利用中止の要請があった場合 

○ 利用中に，発熱等の症状が出た場合，内視鏡室で待機し，帰国者・接触者相談センターに連絡し，指

示を受ける。 

 

【クリニック】 

○ 受診者を受付で検温し，発熱がある場合は，自家用車で待機し，医師が直接電話で問診を行う。必要

に応じて，帰国者・接触者相談センターに連絡し，指示を受ける。 

○ オンライン診療（電話）についても引き続き行う。 

 

【出入業者・家族等】 

○ 受付で検温し，発熱がある場合は，施設内の立ち入りを禁止する。 

○ 来所者の名前，日時，連絡先の記録を整備する。 

 

【職員】 

○ 出勤前に発熱がある場合は，上司に連絡し休む。また，施設入館前に，再検温し，発熱がある場合は

休む。⇒ 解熱後 24 時間以上が経過し，咳などの呼吸器症状が改善するまでとする。 

○ マスクの着用，手洗い，アルコール消毒の徹底を図る。 

○ 手すり，ドアノブ等の高頻度接触表面を，アルコールによる清掃・消毒を行う。 

○ 私生活等において，不要不急の外出や人混みを避ける。（3密を避ける） 

・換気が悪い密閉空間・多数が集まる密集場所・間近で会話や発生する密接場所 


